
 

介護保険給付費と介護保険料 

介護給付費等の見込額 

 令和６年度 令和７年度 令和８年度 合計 

標準給付費※１ ７，７４５，３９４千円 ７，９０７，５００千円 ８，０４５，０３０千円 ２３，６９７，９２４千円 

地域支援事業費※２ ３３８，８１５千円 ３４１，６６６千円 ３４３，８０８千円 １，０２４，２８８千円 

計 ８，０８４，２０９千円 ８，２４９，１６６千円 ８，３８８，８３８千円 ２４，７２２，２１３千円 

※１標準給付費：介護サービス総給付費、特定入所者介護サービス費、高額介護サービス費、高額医療合算介護サービス費、 

審査支払手数料を合わせた、介護サービスの総費用 

※２地域支援事業費：要支援・要介護状態となることを防止するための支援や、地域における包括的な相談体制及び日常生活 

支援体制に係る費用 

※端数処理を行っているため、算出結果が一致しない場合があります。 

第１号被保険者の保険料基準額 

第１号被保険者の保険料基準額は、令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間に必要と見込ま

れる標準給付費と地域支援事業費の合計額の 23％（第１号被保険者の負担割合）を、同３年間の第１号被保険者

の延べ人数で除して求められます。 

基準保険料額（年額） ７７，７２４円    

基準保険料額（月額） ６，４７７円    
 

第９期（令和６（2024）年度～令和８（2026）年度）第１号被保険者の所得段階別保険料年額 

所得段階 対象となる方 調整率 保険料（年額） 

第１段階 

○生活保護受給者の方 

○老齢福祉年金受給者で、世帯全員が住民税非課税の方 

○前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 80 万円以下の方で、 

世帯全員が住民税非課税の方 

0.285 
（0.455） 

22,200 円 

（35,400 円） 

第２段階 
世帯全員が 

住民税非課税 

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 

120 万円以下の方 

0.485 
（0.685） 

37,700 円 

（53,200 円） 

第３段階 上記以外の方 
0.685 
（0.690） 

53,200 円 

（53,600 円） 

第４段階 
本人が住民税非課

税で、世帯内に住

民税を課税されて

いる方がいる 

前年の合計所得金額と課税年金収入額の合計が 

80 万円以下の方 
0.90 70,000 円 

第５段階 上記以外の方 1.00 77,700 円 

第６段階 

本人が住民税課税 

前年の合計所得金額が 120 万円未満の方 1.20 93,300 円 

第７段階 前年の合計所得金額が 120 万円以上 210 万円未満の方 1.30 101,000 円 

第８段階 前年の合計所得金額が 210 万円以上 320 万円未満の方 1.50 116,600 円 

第９段階 前年の合計所得金額が 320 万円以上 420 万円未満の方 1.70 132,100 円 

第１０段階 前年の合計所得金額が 420 万円以上 520 万円未満の方 1.90 147,700 円 

第１１段階 前年の合計所得金額が 520 万円以上 620 万円未満の方 2.10 163,200 円 

第１２段階 前年の合計所得金額が 620 万円以上 720 万円未満の方 2.30 178,800 円 

第１３段階 前年の合計所得金額が 720 万円以上の方 2.40 186,500 円 

※第１段階から第３段階は低所得者向け保険料軽減措置適用後の額です。なお、（ ）内が保険料軽減措置適用前の率及び額です。 

 

 

 

 

 

 

計画策定の背景・目的 
我が国は、総人口が減少するなか、65 歳以上の高齢者の総人口に占める割合は増加しており、なかでも 75 歳

以上の後期高齢者の高齢者全体に占める割合は増加することが見込まれています。 

本市においても、高齢者人口の増加は全国と同様の傾向で、総人口に占める高齢化率は増加していく一方、後

期高齢者の高齢者全体に占める割合は、全国よりも早い時期にピークアウトを迎える見込みです。そのようなな

か、健康に過ごせる時期である健康寿命は大阪府内でも短く※、健康寿命を延ばすことが課題となっています。 

令和６年度から令和８年度までを計画期間とする  貝塚市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画では、こう

した状況を踏まえ、これまでの取組みを基礎としながら、健康寿命を延伸するサービスを充実させるとともに、医

療・介護が必要な状態になっても、できる限り住み慣れた地域で自分らしい暮らしを安心して続けられるよう、 医

療」 介護」 住まい」 生活支援」 介護予防」を一体的に提供する 地域包括ケアシステム」のさらなる深化・推

進をめざします。 

    ※ 男女別の平均健康寿命比較      全 国   大阪府   貝塚市  

             （令和４年度）       男性   80.10歳  79.32歳  78.80歳 

                           女性   84.40歳  83.85歳  82.70歳 
 

地域包括ケアシステムの姿 

編集・発行 貝塚市 高齢介護課 

問合せ先  〒597-8585 大阪府貝塚市畠中 1-17-1 電話 072-433-7043 FAX 072-433-7404 

ホームページ https://www.city.kaizuka.lg.jp/kakuka/kenkohukushi/koreikaigo/index.html 

貝塚市高齢者福祉計画・第９期介護保険事業計画 

概要版 

いつまでも元気に暮らすために…

介護が必要になったら…

病気になったら…

医療

シニアクラブ・町会・自治会・ボランティア・ＮＰＯ など

通院・入院

■日常の医療

・かかりつけ医・歯科医

・地域の連携病院・診療所

・薬局・薬剤師

・理学療法士

・作業療法士

※地域包括ケアシステムは、

おおむね30分以内に

必要なサービスが提供される

日常生活圏域を単位として想定

通所・入所

■在宅系サービス

・訪問介護 ・訪問看護

・通所介護

・小規模多機能型居宅介護

・短期入所生活介護

・24時間対応の訪問サービス

・看護小規模多機能型居宅介護

など

■介護予防サービス

■施設・居住系サービス

・介護老人福祉施設

・介護老人保健施設

・認知症共同生活介護

・特定施設入居者

生活介護

住まい

生活支援・介護予防

■急性期病院

■亜急性期・回復期

リハビリ病院

■地域包括支援センター

・主任介護支援専門員

・保健師

・社会福祉士
相談業務やサービスの

コーディネートを行います。

介護

サービス
提供

■自宅

■サービス付き高齢者向け住宅 など

認知症の人

  



計画の基本理念 

基本理念 

 

 

 

基本目標 

基本目標１ 住民同士で支え合い安心して暮らせるまちづくり 

高齢者が抱える課題は、ますます複雑化・複合化していくと見込まれるなか、制度や世代の枠を問わない包括

的な相談支援体制をさらに強化し、高齢者の尊厳が保たれ、安心して生活することができるまちづくりを進めま

す。また、 支える側」 支えられる側」という関係を超えた住民同士が支えあう取組みも引き続き進めます。 

 

基本目標２ 健康寿命に挑戦するまちづくり 

本市の要介護認定率は、全国より高い水準で推移し令和３年以降は大阪府の平均も上回っています。介護が必

要になる前の元気な状況を維持し、いきいきと過ごせるよう、市民自らが主体的に健康づくりに取り組み、ま

た、生活習慣病予防や介護予防についても、自らのこととして関心を持つことが重要です。こうした市民の主体

的な健康づくりや介護予防の取組みの促進と支援を行い、高齢者の健康寿命の延伸を進めます。 

 

基本目標３ 高齢になってもひととかかわり、地域とかかわるまちづくり 

医療と介護の両方のニーズを併せ持つ高齢者の増加が見込まれるなか、高齢者が住み慣れた地域での暮らしを

人生の最後まで続けることができるよう、また、認知症になっても地域社会の一員として、生きがいを持ち、地

域の人々とつながり、地域の役割を担い、自分らしく暮らせるまちづくりを進めます。 

施策の展開 

■□■住民同士で支え合い安心して暮らせるまちづくり■□■ 

施策 施策の方向 

地域支援体制の充実 

◇  地域包括ケアシステム」の深化・推進に向けて、重層的支援体制を整備し、属性や世代を問わない、

他分野との連携の推進に取り組みます。 

◇社会福祉協議会を中核に住民主体を理念として地域支援や個別支援を行っており、これらの取組みを

推進するとともに、社会福祉協議会や地域の関係団体、事業者等の機能強化と密接な連携を図ります。 

高齢者が生活しやす

いまちづくりの推進 

◇生活しやすい環境を整備するために、公共・民間施設、鉄道駅等のバリアフリー化を推進するととも

に、あらゆる人が利用しやすい施設・設備の整備や、高齢者が住みやすい住宅を増やすなど、ユニバ

ーサルデザインのまちづくりをめざします。 

高齢者の安全・安心の

確保 

◇高齢者が安心して安全に暮らせる社会をつくるため、 貝塚市地域防災計画」との調和を図りながら、

防火・防災対策を推進し、感染症対策、防犯対策、消費者被害の防止等に努めます。 

高齢者の尊厳の確保 
◇高齢者の尊厳を確保するために、日常生活自立支援事業や成年後見制度の周知や利用促進、高齢者虐

待や孤立死の防止と早期発見・早期対応への取組みを推進します。 

高齢者虐待の防止 

◇市民や介護保険事業所等へ虐待防止の啓発、相談窓口の周知に努めるとともに、地域包括支援センタ

ーを中心に関係団体や行政機関等が連携し、通報体制の確立、虐待の防止及び早期発見、養護者の支

援について適切な対応を行う、高齢者虐待防止ネットワークの構築を推進します。 

 

■□■健康寿命に挑戦するまちづくり■□■ 

施策 施策の方向 

介護予防の推進 

◇フレイル（加齢に伴う体力低下、低栄養、口腔機能低下等、心身の機能が低下し弱った状態）は早期

発見し、適切な介入や支援を行うことで生活機能の向上ができることから、運動、栄養、社会参加等、

健康づくり事業や介護予防事業に高齢者が主体的に取り組めるよう支援し、健康寿命の延伸につなげ

ます。 

高齢者の生きがい 

づくりの推進 

◇高齢者がいきいきと自分らしい生活を送るため、スポーツ・文化活動、生涯学習、趣味や教養を通じ

た生きがいづくりの機会や場の充実に努め、それらの活動を支援します。 

高齢者の社会参加の

促進 

◇高齢者が今まで培ってきた知識や経験、技能を生かしていくことは、地域福祉の支えとなるとともに、

心身の健康増進や介護予防にもつながることから、高齢者の社会参加を促進するため、多様な選択肢

の創出や、高齢者が主体的に活動を行うことができる体制づくりに努めます。 

■□■高齢になってもひととかかわり、地域とかかわるまちづくり■□■ 

施策 施策の方向 

介護サービスの基盤

整備、質の向上 

◇高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らし続けられるよう、介護サービスの基盤整備に努め、各種サ

ービスの充実に取り組みます。また、制度改正への対応が円滑に実施されるよう、関係機関等と調整

し実施を図ります。 

◇介護保険サービスの質の向上を図るため、保険者の立場からのサービス事業者への支援・指導・助言

や、利用者が介護保険サービスを適切に選択するために必要な情報の公開・相談支援等に努めます。 

介護者家族への支援 
◇家族の介護のために離職する 介護離職」をなくす観点から、在宅で介護している家族の身体的、精

神的な負担を軽減し、介護者の生活の質を維持する取組みの充実を図ります。 

保険者機能の強化 
◇介護保険事業の適正かつ円滑な運営のため、適切な要介護認定や、事業者に対する適切な指導、監督、

介護給付適正化に向けた取組みを推進します。 

医療と 

介護の連携 

◇高齢になっても、病気や障害があっても、住み慣れた地域で自分らしい生活を続けるためには、在宅

医療の推進、医療と介護の連携が必要です。大阪府医療計画、大阪府地域医療構想との整合性を図り

ながら、かかりつけ医の確保や多職種間及び医療機関との連携、24時間対応のサービス提供体制の整

備、医療サービスの充実等を行います。 

自立した在宅生活を

支えるサービスの 

充実 

◇在宅において多様な環境にある高齢者が、地域において自立した生活を送ることができるように、日

常生活を支えるサービスの充実を図ります。 

生活支援サービスの

体制整備 

◇様々な課題を抱える高齢者を支えるためには、生活支援コーディネーターとその活動を支える協議体

を設置し、地域の実情に応じた生活支援や必要なサービスの開発に取り組みます。 

認知症高齢者支援策

の推進 

◇認知症の方が安心し、希望を持って暮らすことのできる地域を実現させるため、令和５年に成立した

認知症基本法を踏まえ、普及啓発・本人発信支援、予防、早期発見・早期対応等の体制整備、認知症

バリアフリーの推進等の認知症高齢者支援策を推進します。 

地域包括支援センタ

ーの役割強化 

◇地域における総合相談・支援や権利擁護、介護予防ケアマネジメント、包括的・継続的ケアマネジメ

ントを担う中核機関となる地域包括支援センターを充実させ、地域住民の身近な相談機関として、高

齢者の生活を総合的に支援していきます。 

 

高齢になっても、介護が必要になっても、尊厳が保たれ安心して暮らせるまち 
～地域包括ケアシステム深化のために～ 


